
福井県立病院陽子線がん治療センター陽子線治療研究所 

研究費の取扱いに関する責任体系 

 

 

種 別 職 名 責任と権限の範囲 

最高管理責任者 院長 研究所全体を統括し、研究費の運営・管理について最終責任を負う。 

統括管理責任者 事務局長 
最高管理責任者を補佐し、研究費の運営・管理について研究所全体

を統括する実質的な責任と権限を持つ。 

コンプライアンス

推進責任者 

陽子線治療 

研究所長 
研究費の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ。 

 

最高管理責任者 

（院長） 

幹部会議等 

統括管理責任者 

（事務局長） 

コンプライアンス推進責任者 

（陽子線治療研究所長） 

研究費等の運営・管理に 

関わる全ての構成員 
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具体策の実施、受講管理・指導、 

モニタリング・改善指導、状況報告 
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状況報告 

・基本方針の策定 

・必要な措置 

・具体策の策定・実施 

・実施のための支援 

・実施状況確認 


